
1 

 

 

 

篠ノ井中央公園における 

Park-PFIによる軽飲食店等設置管理事業 

公募設置等指針 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月10日 

 

長 野 市 

  



2 

 

目 次 

 

    用語の定義   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

１．事業の概要 

（１）事業の目的   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（２）篠ノ井中央公園の概要   ・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

（３）事業範囲   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（４）事業の流れ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 

２．事業の実施条件等 

（１）公募対象公園施設の種類   ・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

（２）公募対象公園施設が設置可能な範囲（公募対象範囲）   ・・ 11 

（３）公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期   ・・・・・ 11 

（４）公募対象公園施設の使用料の額の最低額   ・・・・・・・・ 11 

（５）収益の還元   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

（６）特定公園施設の建設に関する事項   ・・・・・・・・・・・ 12 

（７）利便増進施設の設置に関する事項   ・・・・・・・・・・・ 12 

（８）都市公園の環境の維持及び向上を図るための措置に関する事項  12 

（９）認定の有効期間   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

（10）設置等予定者を選定するための評価の基準   ・・・・・・・ 13 

 

３．公募の実施に関する事項等 

（１）公募への参加資格等   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

（２）設置又は管理の許可   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

（３）提供情報   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

（４）事業破綻時の措置   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 

 ４．公募の手続きに関する事項等 

（１）日程   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

（２）応募手続き   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

（３）事務局   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

（４）受付時間   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

（５）審査方法等   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

（６）公募設置等予定者の決定   ・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

（７）公募設置等予定者の認定等   ・・・・・・・・・・・・・・ 24 

（８）契約の締結等   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

（９）根拠法令等   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

  



3 

 ■用語の定義 

Park-PFI 

平成29年の都市公園法改正により創設された、飲食店、売店等の公園利用

者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収

益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定

公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設

置管理制度」のこと 

都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として、

「Park-PFI」と呼称 

 

＜イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募対象公園施設 

飲食店、売店等の公園施設であって、法第５条第１項の許可の申請を行う

事ができる者を公募により決定することが公園施設の設置又は管理を行う者

の公平な選定を図るとともに都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に

有効であると認められるもの 

例：カフェ、レストラン、売店、屋内こども遊び場、駐車場、等 

特定公園施設 

公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行う

こととなる者が整備する、園路、広場等の公園施設であって、公募対象公

園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄

与すると認められるもの 

利便増進施設 

都市公園法第５条の２第２項第６号に規定する「利便増進施設」のこと 

Park-PFIにより選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車場、 

地域における催しに関する情報を提供するための看板・広告塔 

公募設置等指針 
Park-PFIの公募に当たり、都市公園法第５条の２の規定に基づき、地方公 

共団体が各種募集条件等を定めたもの 

公募設置等計画 
都市公園法第５条の３の規定に基づき、Park-PFIに応募する民間事業者等

が公園管理者に提出する計画 

設置等予定者 
審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出し

た者 

認定計画提出者 
公園管理者が、都市公園法第５条の５の規定に基づき認定した公募設置等

計画を提出した者 

※「都市公園の質向上に向けたPark PFI活用ガイドライン」（国土交通省都市局公園緑地・景観課）より 

一部引用 

  

通常 

Park-PFI 
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１．事業の概要 

（１）事業の目的 

    篠ノ井中央公園は、広大な芝生広場、緑豊かな郷土の杜、たくさんの魅力的な遊具で遊べる

ふれあい広場、市内初のふわふわドームなど魅力あふれる公園として平成27年３月に竣工した

都市公園です。園内には管理棟やフラワーガーデンが整備され、長野市の緑育※の拠点として

活用されています。また、平成30年１月には園路で犬の散歩ができる公園に指定され、犬連れ

の方も多数来園しています。 

当事業は、さらなる来園者の利便性および快適性の向上と、地域の賑わいの創出を図るため、

市の財政負担を軽減しながら魅力的な施設を設置することができる公募設置管理制度（Park-

PFI）を活用し、民間活力を導入した便益施設を整備することを目的とします。 

※緑を育てるという共通の取組を通じて、市民相互のつながりが生まれ、花や緑を大切にす

る文化や人間性が育まれていくこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
― 長野市について ― 

東京都内から北陸新幹線で約90分、名古屋からはJR線で約３時間でアクセスできる立
地に恵まれた都市です。長野県における経済の中心であるとともに、市内には善光寺を
はじめ、松代、戸隠などの魅力的な観光地を擁し、周辺には、志賀高原、白馬、上高地
など日本有数のリゾート地にも足を延ばせる距離に位置しています。 

― 篠ノ井中央公園のある篠ノ井地区について ― 

長野市の南部に位置し、JR信越本線・篠ノ井線の分岐点として、また国道18号・19号が
通る交通要所として千曲川沿線地域の中核エリアとして発展し、現在は長野市の副都心的
な役割を担う地域です。 

篠ノ井駅周辺では住宅の混合する商業地区が形成され、国道沿いには沿道型の商業施設
や事業所・工場等が立地しています。また、明治末期よりりんご栽培が盛んになり、現在
では長野を代表するりんごの特産地となっています。 

文化面においては、篠ノ井地区西部に位置する茶臼山一帯には動植物園や恐竜公園等が
整備され、長野市民のレクリエーションの拠点となっています。東部では、1998年に長野
市で開催された長野オリンピック冬季競技大会の開閉会式場となった南長野運動公園を中
心にスポーツ・観光の拠点となっています。 
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（２）篠ノ井中央公園の概要 

① 公園の概要 

名称 篠ノ井中央公園 

所在地 長野市篠ノ井会７１６他 

公園種別 都市公園（地区公園） 

供用開始日 平成27年３月31日 

公園面積 ６ha 

主な公園施設

（エリア） 

管理棟、フラワーガーデン、ふれあい広場、多目的広場、芝生広場、郷土の杜、

水景施設、管理スペース、北駐車場（37台＋身障者用２台）、南駐車場（27台＋

身障者用２台、14台）、西駐車場（31台＋身障者用２台） 

管理方法 指定管理者：一般財団法人ながの緑育協会 

都市計画上の 

規制等 

・区域区分     ：市街化区域 

・用途地域     ：準工業地域、第一種低層住居専用地域 

（公募対象公園施設が設置可能な範囲は準工業地域） 

・防火準防火地区   ：該当しない 

・屋外広告物規制区域：第一種規制地域 

・埋蔵文化財包蔵地 ：該当しない 

周辺の交通状況 

・国道18号（隣接）、県道385号線 

・篠ノ井駅 約1.3km 自動車約５分 徒歩約20分 

JR東日本8,179人/日、しなの鉄道568人/日（2023年）乗車客数長野県内３位  

・バス停 西原（アルピコ交通：松代篠ノ井線）約400m、徒歩約５分 

周辺の公共・公

益施設 

・教育施設：通明小学校、篠ノ井東中学校、更科農業高等学校、篠ノ井高等学

校、俊英高等学校 

・病院  ：JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 

・その他 ：南長野運動公園（令和６年度利用者33万人、フットボール場整備

中） 

防災計画に 

おける位置付け 
長野市指定緊急避難場所 

公募対象公園 

施設の建築面積 

の上限 

6562.44㎡（都市公園の面積×12％※‐既設建築面積） 

※都市公園法による 
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② 篠ノ井中央公園の特徴 

ア ６haの広大な敷地をもつ緑あふれる都市公園 

 ・長野市初のふわふわドーム 

 ・多数の遊具を配置したふれあい広場 

 ・地域の自生種を植栽した郷土の杜 

・３箇所、合計115台の駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 緑育を推進する「一般財団法人ながの緑育協会」の活動拠点 

【篠ノ井中央公園における令和６年度の活動例】 

・展示会、イベント        ：計10回  延べ1,677人参加 

・講習会、園芸教室、講座等の開催 ：計54回  延べ 462人参加 

・ボランティアによる緑化活動   ：計24回  延べ 694人参加 

・ネモフィラやヒマワリなど季節の花を植栽したフラワーガーデンの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. 

 

 

ウ 長野市内に10ヶ所ある犬の散歩ができる公園の１つ 

本市では条例により公園での犬の散歩が禁止されていますが、県営含む10か所の公園の

指定区域に限り、マナーを守ることを条件に犬を連れて公園に入る※ことができます。 

※犬の散歩ができる区域は「③平面図」参照 
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③ 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④ 周辺案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募対象公園施設が設置可能

な範囲 

面積：約 2,900 ㎡ 

特定公園施設を設置できる範囲（公園全体） 

→園路・広場の整備、ベンチ・四阿の設置等 

範囲面積：６ha 

フラワーガーデン 

ふれあい広場 

多目的広場 

芝生広場 郷土の杜 

水景施設 

管理スペース 

南駐車場 

西駐車場 

北駐車場 

国道 18 号 

篠ノ井中央公園 

篠ノ井消防署 

篠ノ井総合病院 長野南警察署 

篠ノ井東中学校 

至 篠ノ井駅 
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（３）事業範囲 

認定計画提出者は、篠ノ井中央公園において、以下の業務を行うものとします。 

①公募対象公園施設の設置及び管理運営業務(必須) 

②特定公園施設の設計・整備業務(必須) 

③特定公園施設の本市への譲渡業務(必須) 

④特定公園施設の管理運営業務(任意) 

⑤利便増進施設の設置及び管理運営業務(任意) 

※①～⑤の詳細は「２．事業の実施条件等」参照 

 

【役割分担と費用負担】 

項   目 
公募対象公園施設 

（軽飲食施設等） 

特定公園施設 

(ベンチ等公園の施設) 

利便増進施設 

(看板等) 

設 

計 

施 

工 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 

施設所有権 

認定計画提出者 

※施設整備前に 

本市より設置許可 

を受けます 

本 市 

※施設整備後、本市に

無償で譲渡していただ

きます 

認定計画提出者 

管 

理 

運 

営 

実施主体 認定計画提出者 協議による 認定計画提出者 

費用負担 

認定計画提出者 

※認定計画に定め

た使用料を負担し

ていただきます 

認定計画提出者 

※公園使用料の負担は

ありません 

認定計画提出者 

※占用許可による 

占用料を負担してい

ただきます 

財産管理 認定計画提出者 本 市 認定計画提出者 

 

（４）事業の流れ 

① 公募設置等予定者の選定 

本市は、公募参加者が提出した公募設置等計画の審査を行い、公募設置等予定者を選定しま

す。 

 

② 公募設置等計画の認定 

本市は、公募設置等予定者の提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を 

指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をします。また、本市は、当該認定をした

日、認定の有効期間、公募対象公園施設の場所を公示します。 

   公募設置等計画の認定後、公募設置等予定者は認定計画提出者となります。 

 

③ 基本協定の締結 

   認定計画提出者は、公募設置等計画に基づき、本市との間で、協議のうえ、事業実施条件や認

定計画提出者の権利・義務等を定めた「基本協定」を締結します。 
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④ 公募対象公園施設の設置、管理運営 

認定計画提出者には、都市公園法第５条に基づく設置許可により、公募対象公園施設の整備、

維持管理及び運営を行っていただきます。 

なお、工事及び原状回復の期間の使用料は免除します。 

 

⑤ 特定公園施設の設計・建設、本市への譲渡 

特定公園施設に係る設計及び建設は、認定計画提出者の負担において実施していただきます。

整備完了後、原則として、本市が当該特定公園施設を無償で取得します。 

なお、工事期間の使用料は免除します。 

 

⑥ 利便増進施設の設置、管理運営 

認定計画提出者が認定計画に基づき設置する利便増進施設は、都市公園法第６条に基づく  

占用許可により設置し、認定計画に基づき管理運営を行っていただきます。 

なお、公園を占用するにあたっては、占用料を負担していただきます。 

 

 

２．事業の実施条件等 

 都市公園法第５条の２第２項第１号から９号に掲げる事項について定めます。 

 

（１）公募対象公園施設の種類（法第５条の２第２項第１号） 

公募対象公園施設は、都市公園法第５条の２第１項及び都市公園法施行規則第３条の３に規定す

る「便益施設」に分類される軽飲食店等とします。 

 なお、都市公園は、基本的に一般公衆の自由な利用に供される公共施設であることから、特定の

利用者に限定される施設や、騒音等により、他の利用者による公園利用を阻害するような施設は望

ましくありません。こうした公園への設置がふさわしくない施設及び篠ノ井中央公園と調和しない

施設の提案は認められません。 

  提案に際しては、これらを踏まえ、以下の条件を満たすものとしてください。 

① 建設に関する条件 

【計画・設計について】 

  ア 本市が指定する公募対象公園施設が設置可能な範囲（以下「公募対象範囲」という）内に、

公募対象公園施設として軽飲食機能を有する便益施設等及び周辺施設を設置するものとしま

す。 

  イ 公募対象範囲内で、公募対象公園施設を建設するために必要な面積及び適当な設置場所を 

提案してください。ただし、公募対象公園施設利用者の滞留等が公園の利用に支障がないよ

う、施設の配置に留意してください。 

  ウ 設置する施設は、「長野市の景観を守り育てる条例」等を遵守し、篠ノ井中央公園にふさわ

しい景観に配慮したデザインや素材、色彩としてください。また、ユニバーサルデザインを

取り入れ、２階建て以上とする場合には来店客の動線に配慮し、店内のトイレはこども連れ

や高齢者、障がい者等のあらゆる方が利用しやすい施設となるよう検討してください。 

エ 店舗の正面の向きは、公園との一体性に配慮し、本市との協議のうえ配置してください。 

オ 車両の動線については、公園利用者等の安全に配慮した計画としてください。 
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カ 車両の出入りについては、周辺道路に渋滞が生じないよう配慮した計画としてください。 

キ 店舗専用駐車場を設置する場合は、認定計画提出者が整備するものとします。 

ク 駐車場等の整備にあたっては、既存公園施設の景観を阻害しないように、樹木等による  

目隠しなどの景観対策を十分に実施してください。 

ケ 駐車場の設置に伴う園路等の改修に係る費用は、認定計画提出者が負担するものとします。 

コ ドライブスルーを設置する場合は、販売後に公園内駐車場に誘導するなど、公園と公募対象

公園施設の一体感を損なわないような動線となるよう配慮してください。 

  サ 施設や夜間照明等の配置については、死角や暗がりをつくらないよう、公園の安全性・防犯

性に配慮してください。 

  シ 既存の駐車場、園路等の施設を改変する場合は、同等以上の機能を持つ施設を設置してくだ

さい。 

 

【その他】 

  サ 公募対象範囲外の主要な既設公園施設について、原則、撤去、改修等は認めません。 

シ 施設整備にあたっては、再生可能エネルギーの活用などの環境負荷低減や建設リサイクル等

の環境保全に配慮してください。 

ス 施設の設計にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、認定計画提出者の負担で実施し

てください。 

セ 公募対象公園施設として使用する土地の面積は、「公募対象公園施設の建築面積」と「公募

対象公園施設の利用者のみを対象とした屋外部分（専用駐車場やドライブスルー施設

等）」、「建設後に認定計画提出者が独占的に使用する外構等の面積」を合計したものとし

ます。 

ソ カフェのオープンテラス席など、建築面積が発生しない設置物については、一般公衆の自由

な利用に供される公共施設（都市公園）であることに鑑みた規模で、公園利用者が誰でも利

用できる形で提案してください。 

タ インフラ（電気、ガス、上下水道、通信等）の建設が必要な場合は、認定計画提出者の負担

で整備してください。 

チ 工事に際しては、近隣住民等を対象とした説明会を開催してください。本市が同席します。 

ツ 公募対象公園施設の設置可能範囲の西側の土井沢堰に係る工事を実施する場合は、堰の管理

者と協議する必要があります。 

 

② 管理運営に関する条件 

【必須事項】 

ア 公募対象公園施設は、認定計画提出者が整備し、整備後も所有するものとします。 

イ 公募対象公園施設の維持管理及び運営は、認定計画提出者の責任で実施するものとし、それ

に係る費用は認定計画提出者の負担となります。 

  ウ 本市公園緑地課と協調し、公園利用者が利用しやすく、公園利用者及び地域住民の安心・安

全に配慮した管理・運営としてください。 

  エ ホスピタリティのあるサービスを提供し、また、高齢者やこども連れ、障がい者等の利用に

配慮してください。 
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  オ テイクアウトメニューを利用した来園者が、公園内で飲食して発生する容器等のゴミについ

て、回収処理を検討してください。 

カ 篠ノ井中央公園の魅力向上が図れるような管理運営内容を提案してください。 

  キ 公園利用者が利用しやすく、安全・安心に配慮した管理運営を行うものとし、持続的に運営

可能な事業計画を提案してください。 

ク 店舗名に「篠ノ井中央公園」の文字を含めてください。 

ケ 公園利用者の利便性を考慮し、通年営業としてください。定休日を設ける場合は、土日及び

祝日（振替休日を含む）以外の日としてください。また、営業時間は、最低限午前10時から

午後６時までとし、夜間は午後10時以降の営業は不可とします。なお、利用者ニーズを踏ま

え朝食時間帯（アーリーオープン）の営業等、営業時間を柔軟に設定することができます。 

コ 酒類を中心とした営業は対象外とします。 

サ 公園内で行われるイベントについては、積極的に関与し、参加してください。 

シ 篠ノ井中央公園は本市防災計画において、指定緊急避難場所とされています。公園内には防

災備蓄倉庫などが整備され、防災に配慮した公園となっています。災害発生時や帰宅困難者

が一時的に避難した場合等、災害時における地域との連携体制や地域への支援体制、要配慮

者への対応等を提案してください。 

ス 駐車場を設置した場合の維持管理及び運営は認定計画提出者が行うこととします。 

セ 管理運営内容については、環境負荷の低減や周辺の環境の保全等に配慮してください。 

ソ 公募対象公園施設の管理運営状況及び収益状況については、毎年度、本市に報告するものと

します。 

【任意提案】 

タ 花壇や植栽など、施設の緑化に関する取組 

チ ドッグフレンドリーな取組や事業アイディア 

ツ こどもやファミリーなど多様の市民が楽しみ、居場所となる魅力ある公園づくりの企画 

テ 特定公園施設設置範囲の維持管理について、公募対象公園施設と一体的に魅力向上を図 

る企画 

ト 周辺地域の賑わいの創出や魅力の向上に関する独創的な取組など、アピールしたい事項があ

れば記載してください。 

 

（２）公募対象公園施設が設置可能な範囲（公募対象範囲）（法第５条の２第２項第２号） 

 公募対象範囲の面積 約2,900㎡（７ページ「③平面図」参照） 

 

（３）公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期（法第５条の２第２項第３号） 

公募対象公園施設の設置許可の申請は、基本協定締結以降とします。設置許可は、工事着手前

までに受けるものとし、設置の開始時期は許可日以降となります。 

 

（４）公募対象公園施設の使用料の額の最低額（法第５条の２第２項第４号） 

公募対象公園施設の使用料の最低額は以下のとおりです。使用料及び対象面積を提案してくだ 

さい。 

公募対象公園施設の使用料の下限 100円／㎡・月 
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使用料は、公募対象公園施設の供用開始日から発生します。なお、使用料が生じる許可面積

は、建築物(軒等の水平投影面積を含む)に加え外構、駐車場を独占的に使用する範囲が対象とな

ります。 

   公園施設設置等使用料については、設置管理許可の更新時に、更新時点における最新の路線価

等の算定基準及び物価変動等の社会経済情勢の変化を踏まえ、協議のうえ、使用料を見直すこと

ができるものとします。 

 

（５）収益の還元 

   認定計画提出者が提出した公募設置等計画に記載した収支計画に対し、収支計画を上回る収益

の実績がある場合は、収支計画を上回る収益の一部を本市に還元してください。還元する金額の

算定方法については事業者からの提案に基づき本市と協議して決定します。 

公募参加者は、還元する額の算定方法と還元方法等について提案してください。 

なお、還元する方法については、本市に支払いを行うほか、本市との協議により公園の維持管

理、施設の整備及び修繕、イベントの開催などに充てることができます。 

   ※当該年度の収益が当期事業収支計画を下回った場合はその差額を補填しません。 

 

（６）特定公園施設の建設に関する事項（法第５条の２第２項第５号） 

特定公園施設設置範囲（７ページ「③平面図」参照）内において、公園利用者の利便性がより

一層向上する特定公園施設を整備してください。具体的には、休養施設（ベンチ、四阿等）、修

景施設（花壇等）、植栽等の施設、ドッグラン等とし、周辺の景観と調和した施設としてくださ

い。 

特定公園施設は、基本協定締結後の設計協議を経て、認定計画提出者から最終的な計画内容を

提出していただきます。別途譲渡契約を締結し、全ての工事完了後、本市に無償譲渡していただ

きます。また、提案に際しては以下の条件を満たすものとしてください。 

 ア 利用者の安全・安心、ユニバーサルデザインに配慮した設計としてください。 

イ 維持管理が容易なものとしてください。 

ウ 特定公園施設の整備にかかる経費は、原則、認定計画提出者が全額負担することとします。 

 

（７）利便増進施設の設置に関する事項（法第５条の２第２項第６号） 

公園施設である軽飲食店の店名を表示するための看板等は、利便増進施設の一部として設置 

可能です。 

設置の希望がある場合は、看板等の計画及び管理について、提案してください。(任意) 

屋外に設ける看板については、長野市屋外広告物条例に適合するものとしてください。なお、

看板を設置する場合は、都市公園占用許可を受ける必要があります。 

また、工事中も含め、長野市都市公園条例に基づく占用料を本市へ納めていただきます。 

【広告塔の占用料：670円/個・月】 

 

（８）都市公園の環境の維持及び向上を図るための措置に関する事項（法第５条の２第２項 

第７号） 

公園利用者にとって常に快適な空間となるよう、きめ細やかな清掃等、公園の環境の維持及び 

向上を図る提案をしてください。 
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（９）認定の有効期間（法第５条の２第２項第８号） 

公募設置等計画の認定の有効期間は供用（営業）開始日から20年間とします。 

供用開始は、原則として令和10年３月までとし、令和10年３月までに供用開始が困難である場

合は、本市と協議を行うものとします。 

公募設置等計画に係る設置許可については、当初10年以内とし、公募設置等計画の認定の有効

期間内であれば、許可の更新が可能です。その場合も更新許可の期間は10年以内とします。工事

に要する期間については、別途設置許可の申請が必要です。その期間については使用料を減免と

します。 

事業終了後、認定計画提出者は自己の負担において、1年以内に原状回復を行うものとしま

す。ただし、本市が次期事業者を選定し、認定計画提出者と次期事業者の間で、認定計画提出者

の有する権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡に本市が事前に同意し

た場合は、この限りではありません。原状回復に要する期間についても別途設置許可の申請が必

要ですが、その期間については使用料を減免とします。 

 

≪参考≫事業期間と公募対象公園施設の設置許可期間の関係（最大の許可期間を想定） 

協議 設計 工事 営業期間 原状回復 

            

    設置許可 設置許可(10 年) 設置許可(10 年) 設置許可 

            

     使用料が発生する期間   

            

      計画の認定の有効期間(20 年)   

            

  協定期間 

 

（10）設置等予定者を選定するための評価の基準（法第５条の２第２項第９号） 

公募設置等計画の審査は、本市による事前審査を行った後、複数の学識経験者等で構成する長野

市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行います。選定委

員会では、「４-(５)-③ 評価の基準」に沿って評価を行います。 

 

 

３．公募の実施に関する事項等（法第５条の２第２項第10号） 

（１）公募への参加資格等 

① 公募参加者の資格 

  公募参加者は法人（以下「応募法人」という。）又は法人のグループ（以下「応募グループと

いう。」）に限り、それぞれの条件を満たす必要があります。 

  

●応募法人の場合 

ア 直近決算において債務超過でないこと。ただし、事業継続性があると認められる場合は

除く。 
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イ 飲食店について３年以上の経営実績を有すること。または、飲食店を対象とした 

土地賃借、建物の所有・賃貸を事業として行い、10年以上の実績を有すること。 

ウ 当公募設置等指針に規定した応募登録をしていること。 

エ 本店所在地が日本国内であること。 

 

●応募グループの場合 

ア 応募時に共同事業体等を結成し（以下共同事業体等を構成する法人を個別に又は総称し

て「構成団体」という。）代表構成団体を定めること。ただし構成団体は、代表構成団

体を含めて３者までとすること。 

イ 代表構成団体が応募登録をしていること。 

ウ 全構成団体について、直近決算において債務超過でないこと。ただし、事業継続性があ

ると認められる場合は除く。 

エ 構成団体のうち、運営業務を実施する法人は、飲食店について３年以上の経営実績を有

すること。または、飲食店を対象とした土地賃借、建物の所有・賃貸を事業として行

い、10年以上の実績を有すること 

オ 全構成団体について本店所在地が日本国内であること。 

 

② 公募参加者の制限  

次の項目のいずれかに該当する者は、応募することはできません。また、応募グループの構

成団体にもなれません。なお、いずれかに該当するにもかかわらず、後日それが明らかになっ

た場合、公募設置等計画の認定の取消し及び設置許可の取消しを行います。 

本市はこれらの取り消しに伴う営業補償や公募対象公園施設の解体・原状復旧に必要な費用

の負担をしないものとします。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４に該当する法人 

イ 応募の日から、設置予定者(優先交渉権者)決定通知日までの間に、長野市建設工事等入

札参加者指名停止等措置基準及び長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準に  規定

する指名停止を受け、当該指名停止期間を経過していない法人 

   ウ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立て、破産法（平成16年法律第75

号）に基づく破産の申し立てを受けている法人 

   エ 当該法人の設立根拠法に規定する解散または精算の手続きに入っている法人 

オ 直近２年間において、法人税、本店所在地の法人市町村民税、固定資産税、消費税及び

地方消費税の滞納のある法人（徴収猶予を受けている時は滞納していないとみなしま

す。） 

カ 長野市暴力団排除条例（平成26年長野市条例第40号）第２条第２号に規定する暴力団員

又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者 

キ 選定委員会の委員が経営又は運営に直接関与している法人 

 

③ 応募条件 

ア 応募法人は、他の応募グループの構成団体となることはできません。 

イ 構成団体は、複数の応募グループの構成団体となることはできません。 
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④ 応募グループ構成団体の変更 

応募グループの場合、代表構成団体の変更は認めません。代表構成団体以外の構成団体に 

ついては、公募設置等計画の提出前であれば、変更を認めるものとします。その場合、本市は

必要に応じて公募参加者に書類の再提出を求めることがあります。 

 

（２）設置又は管理の許可 

認定計画提出者は、計画の認定後、公募対象公園施設の設置管理許可の申請を行っていただ

きます。 

公募対象公園施設は、都市公園法第５条の２第１項及び都市公園法施行規則第３条の３に 

規定されている便益施設（飲食店、売店）等であって、当該施設から生ずる利益を特定公園施

設の建設に要する費用に充てることができると認められるものが対象となりますので、これを

踏まえた公募設置等計画や事業計画を作成してください。 

 

（３）情報提供 

  公募設置等計画の作成にあたっては、以下の資料を参考にしてください。 

   参考資料１ 設置可能範囲平面図 

   参考資料２ 周辺土質柱状図 

   参考資料３ 既設建築面積一覧 

   参考資料４ 給水設備平面図 

   参考資料５ 排水設備平面図 

 

（４）事業破綻時の措置 

認定計画提出者は、認定公募設置等計画の有効期間内に事業が破綻した場合、都市公園法第

５条の８に基づき、本市の承認を得て別の民間事業者に事業を継承するか、認定計画提出者の

負担により原状回復を行っていただく必要があります。 

なお、認定計画提出者が原状回復を行ったうえでの返還を行わない場合、本市は、認定計画

提出者に代わり原状回復工事を行い、その費用を認定計画提出者に請求します。 
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４．公募の手続きに関する事項等 

（１）日 程  

公募及び事業のスケジュールは以下の予定です。都合により変更となる場合があります。 

 項   目 時  期 

公募設置等指針の公表 令和８年 ６月10日(水)   

事前説明会参加申込期限  ７月15日(水)   

事前説明会の開催  ７月16日(木)   

質問の受付期限  ７月24日(金)   

質問に対する回答  ８月７日(金)   

応募登録期間  ８月７日(金) ～ 10月30日(金) 

公募設置等計画の受付期間  ８月７日(金) ～ 11月10日(火) 

公募設置等計画の審査 

（第一次審査） 
 11月 

  

プレゼンテーションの実施及び 

公募設置等の評価（第二次審査） 
 12月以降   

公募設置等予定者への通知   〃   

公募設置等計画の認定   〃   

基本協定の締結 令和９年 ３月   

供用開始 令和10年 ～３月   

 

（２）応募手続き 

① 公募設置等指針の交付 

公募設置等指針を本市のホームページに掲載しますので、ダウンロードしてください。 

【掲載URL 】 https://www.city.nagano.nagano.jp/n202500/contents/p006212.html 

  【掲載期間】 令和８年６月10日(水)～ 

 

② 事前説明会 

主に事業概要や公募条件等について説明を行うために事前説明会を開催します。説明会の

中では質疑の時間を設けます。１法人につき３名まで出席できることとします。事前説明会

に参加される場合は、事前に申し込みが必要となりますので、事前説明会参加申込書（様式

１）に必要事項を記入のうえ、下記の申込期限までに事務局へ電子メールにより提出してく

ださい。また、必ず電話による受信確認をしてください。 

【申込期限】 令和８年７月15日(水) 

【開催日時】 令和８年７月16日(木) 

【開催場所】 篠ノ井中央公園 管理棟（長野市篠ノ井会７１６） 

 

③ 公募設置等指針に対する質問及び回答 

本指針について質問がある場合は、質問書（様式３）に質問事項を記入のうえ、下記の  

受付期間内に事務局へ電子メールにより提出してください。電話並びに口頭による質問、指

定の様式によらない質問書及び受付期間を過ぎた質問書は受け付けません。 

回答内容については、本指針と同等の効力を持つものとします。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n202500/contents/p006212.html
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【受付期間】令和８年６月10日(水)～令和８年７月24日(金) 

・応募グループの場合は、代表者からのみの質問を受け付けます。 

・電子メールの件名は「篠ノ井中央公園質問書」と記載してください。 

・質問書の内容について不明な点等がある場合は、質問者に対し事務局から電話等で確認 

を行います。 

・回答は令和８年８月７日(金)までに質問書を提出された方全員のメールアドレスへ回答し

ます。なお、質問者の氏名は回答に含めません。 

 

④ 応募登録 

本事業に参加する場合は、必ず応募登録をしてください。 

応募登録は、応募法人又は応募グループに限ります。個人での応募登録はできません。  

応募グループで公募設置等計画の提出を予定されている場合は、代表構成団体が応募登録を

行います。 

なお、公募設置等計画の受付前に限り、応募団体の構成団体を変更することは可能です。

応募登録は、応募登録申込書（様式２）に必要事項を記入のうえ、下記の応募登録期間内に

事務局へ電子メールにより提出してください。また、必ず電話による受信確認をしてくださ

い。電子メールの件名は「篠ノ井中央公園応募登録申込」と記載してください。 

【応募登録期間】令和８年８月７日(金)～令和８年10月30日(金) 

 

⑤ 応募辞退 

   応募登録後に参加を辞退する場合は、応募辞退届（様式４）に必要事項を記入の上、電子

メールにより提出してください。また、必ず電話による受信確認をしてください。 

 

⑥ 公募設置等計画等の関係書類の受付 

応募登録をされた者は、公募設置等計画、誓約書、応募制限関連書類及び応募資格関連書

類について、各様式に必要事項を記入の上、下記に従い提出してください。 

【提 出 物】 後述の「関係書類一覧」に記載する紙資料 

提出部数  正本１部、副本 

【受付期間】 令和８年８月７日(金)～令和８年11月10日(火)（市役所の閉庁日を除く） 

【提出方法】 持参又は郵送による提出とします。ただし、郵送の場合においては、本市への

送達が証明できる書留等によるものとし、提出期限までに事務局に到達したもの

のみ有効とします。 

 

＜公募設置等計画等作成の注意事項＞ 

・公募設置等計画の提出は、１公募参加者（１応募グループ）１提案とします。 

  ・公募設置等計画の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨、時間は日本標準時を 

使用してください。 

  ・関係法令及び条例を遵守し、かつ本公募設置等指針の記載に対し適切なものであるとともに  

関係機関へ必要な協議確認を行ったうえで、公募設置等計画を作成してください。 

・提出書類の作成及び提出に必要な諸費用は公募参加者の負担とします。 

・必要に応じて、提出書類一覧に記載以外の書類の提出を求める場合があります。 
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・明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じて図、   

表、写真、スケッチ等を適宜利用してください。 

・公募設置等計画一式の電子データ（PDF 形式）をCD-R で１部提出してください。 

・応募申込書類及び公募設置等計画は理由の如何を問わず返却しません。 

 

【応募申込書関係書類、応募制限関連書類及び応募資格関連書類（様式２、５～９）】 

・Ａ４判、左綴じ、応募法人又は応募グループごとに下記部数を提出してください。 

 提出書類 様式 提出部数 

１.応募申込書関係書類 

 （１）応募登録申込書 様式２ 正 １部 

副 １部 

 

 （２）誓約書 様式５ 

（３）委任状（グループで応募する場合） 様式６ 

２.応募制限関連書類（すべての構成団体について提出） 

 （１）定款又は寄付行為の写し 様式自由 正 １部 

副 １部  （２）法人登記簿謄本及び印鑑証明 様式自由 

 （３）役員名簿 様式７ 

（４）過去２年間の納税証明書 

（法人税、法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税

納税証明書）※未納がない証明でもよい 

様式自由 

 （５）財務諸表「賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書（純資産変動計算書）、キャッシュ・フロー計算書（作成

している法人のみ）、注記等」（直近３年間）の写し 

   ※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しでも

よい 

   ※連結財務諸表作成会社については、連結財務諸表、単体財

務諸表    

様式自由 

 （６）事業報告書・事業計画書等 

   ※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しでも

よい 

様式自由 

 （７）財務状況表 様式８ 

 （８）飲食店の経営又は賃借等の実績を証する書類 様式９ 

 

【公募設置等計画（様式10～17）】 

・Ａ３判又はＡ４判、片面印刷、左綴じ、ページを付して提出してください。 

・明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じて図、写

真、スケッチ等を適宜使用してください。 

・応募書類で使用する文字の大きさは、原則として10.5ポイント以上としてください。図を用い

る場合等の文字については、この限りではありませんが、文字が十分に読み取れる程度として

ください。 
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・出力した書類はＡ４判の二穴綴じ紙ファイル等にまとめ、Ａ３判の書類は折り込んで提出して

ください。順番は「公募設置等計画等関係書類一覧」の記載順に合わせてください。ホチキス

綴じは不可とします。 

３.公募設置等計画 様式 提出部数 

（１） 事業の概要 

① 事業の実施方針（事業コンセプト等） 

② 施設の配置計画（公園計画イメージパース等） 

③ 事業実施体制 

④ スケジュール（工事工程表を含む） 

様式10 正 １部 

副 10部 

（２） 公募対象公園施設の設置または管理の概要 

① 公募対象公園施設の設置又は管理の目的 

② 公募対象公園施設の種類、場所 

③ 公募対象公園施設の管理運営における考え方 

④ 公募対象公園施設の設置または管理の期間 

様式11 

（３）公募対象公園施設の構造、施工計画等 

① 公募対象公園施設の構造(建築概要) 

② 公募対象公園施設の工事実施の方法 

③ 公募対象公園施設の工事の時期 

④ 建築一般図 

⑤ イメージパース（外観パース、内観パース） 

様式12 

（４）特定公園施設の建設計画 

   ① 特定公園施設の設計・施工内容 

   ② 平面図、断面時、求積図等 

様式13 

（５）利用増進施設の設置に関する事項(任意提案) 

  ① 利用増進施設の内容 

  ② 利用増進施設の占用料の額 

様式14 

（６） 公募対象公園施設周辺の管理運営計画 

① 管理運営計画 

② その他公園利用者の利便性や魅力向上に関する事項 

様式15 

（７） 各公園施設における投資計画および収支計画 

① 公募対象公園施設および特定公園施設の資金計画 

② 公募対象公園施設の収支計画 

③ 積算根拠（投資計画） 

④ 積算根拠（収支計画） 

様式16 

（８） 公募対象公園施設の設置許可使用料の提案 

収益の還元の提案 

様式17 

様式自由 
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⑦ 応募に関する注意事項 

ア 提出書類の差し替え、追加提出の禁止 

   応募申込書類及び公募設置等計画の提出後の差し替え及び追加提出は認めません。 

   ただし、本市が認めた場合はこの限りではありません。 

イ 提案の無効 

  次に掲げる事項のいずれかに該当する提案は無効とします。 

・参加資格を有さない者の提案 

・提案に際して談合による不正行為をした者の提案 

・必要な書類に応募者の署名又は押印がなされていない提案 

・公募手続きに関係のない事項を記載した提案 

・提出書類の記載事項の漏れ、誤記等により内容が確認できない提案 

・提出書類に虚偽の記載がある提案（本市からの質疑に対し虚偽の説明等を行った場

合を含む） 

・提案に必要な書類が不足している提案 

ウ 著作権の帰属 

公募設置等計画の著作権は応募者に帰属します。ただし、設置等予定者選定結果の

公表等に必要な場合は、本市は公募設置等計画の著作権を無償で使用できるものとし

ます。 

エ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、

維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとします。 

オ 本市の提供する資料の取扱い 

公募参加者（途中で辞退した者を含む。）は、本市が提供する資料を本公募に係る

検討以外の目的で使用することを禁じます。 

カ 募集の延期等 

本市は、特に必要があると認めた場合、募集を延期し、中止し、又は取り消すこと

があります。 

 

（３）事務局（問い合わせ先及び提出窓口） 

長野市大字鶴賀緑町1613番地  

長野市都市整備部公園緑地課（長野市役所第二庁舎５階）  

企画・緑育担当：渡辺 倉島 鷲澤 

電 話：026-224-7285（直通） 

ＦＡＸ：026-224-5111  

E-mail：kouen@city.nagano.lg.jp 

 

（４）受付時間 

公募設置等計画等の受付を含め、すべての事務取扱は午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。 

 

mailto:kouen@city.nagano.lg.jp
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（５）審査方法等 

① 審査の流れ 

 以下の手順に従って審査します。 

ア 第一次審査 

提出されたすべての公募設置等計画等について、法第５条の４第１項に基づき、以下の

点について審査します。 

ａ 参加資格に関する審査 

  公募参加者が参加資格を満たしているかを審査します。 

ｂ 法令遵守に関する審査 

  公募対象公園施設の設置が都市公園法第５条第２項各号のいずれかに該当するものであ

ることを審査します。 

  ｃ 本指針との適合性に関する審査 

  公募設置等計画等が、本指針に照らし、適切なものであることを審査します。審査の内

容は以下のとおりです。 

   ・公募等設置計画が、本公募設置等指針が示した目的や場所等と適合していること 

   ・記載すべき事項が示されていること 

   ・認定期間中の建設・運営の確実性が、提出された客観的な資料により見込めること 

 

イ 第二次審査 

第一次審査を通過した全ての公募設置等計画について、選定委員会において、③で示す

評価の基準に沿って審査します。公募参加者には、選定委員会において、提案内容に関す

るプレゼンテーションを実施していただきます。プレゼンテーションの詳細な日時や場所

等については、事務局から連絡します。 

なお、公募参加者が多数の場合は、プレゼンテーション対象者を数社程度に絞ることが

あります。 

 

② 選定委員会 

本市は公募設置等計画の審査にあたり、選定委員会を設置します。 

選定委員会では、公募参加者から提出された公募設置等計画について、③の評価項目、 

内容に基づき評価を行い、設置等予定候補者及び次点者を選定します。 

なお、設置等予定候補者、次点者の一方又は両方について、該当者なしとする場合が 

あります。 

 

  



22 

選定委委員会の委員は以下のとおりです。 

   長野市公募対象公園施設設置等予定者選定委員（敬称略・五十音順） 

    江守 雅美   長野商工会議所 中小企業支援センター長 

    桑原 武彦   長野市都市整備部 部長 

    久米 えみ   公益社団法人長野県建築士会ながの支部 支部長 

    小林 邦一   関東信越税理士会長野支部 会員 

    丸山 志野   児童発達支援センターにじいろキッズらいふ 所長 

    宮入 賢一郎  一般財団法人日本造園修景協会長野県支部 代表幹事 

   長野市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第４条に規定する専門委員 

    篠原 達克   一般財団法人ながの緑育協会 主事 

    平山 和成   長野商工会議所篠ノ井支部 副支部長 

 

③ 評価の基準 

本市は、提出された公募設置等計画について、以下の評価項目に沿って評価を行います。 

 

№ 評 価 項 目 評価の内容 配点 

１ 事業の実施方針 

・篠ノ井中央公園の特性等を踏まえた事業の提案がなされているか 

・整備後の管理運営等において地域等との連携を促進する方針と 

なっているか 

15 

２ 事業の実施体制 

・事業の実施体制、緊急時の連絡体制、人員の配置等の体制は適切

であるか 

・応募法人等の役割分担、実績は十分であるか 

・応募法人、法人グループ構成団体の財務は健全であるか 

15 

３ 
公募対象公園 

施設の建設計画 

・公園利用者の利便の向上に資する施設整備計画となっているか 

・景観、バリアフリー、子育て等に配慮した提案となっているか 

・公園周辺の景観と調和し、公園の新しい便益施設となるデザイン

や空間の演出となっているか 

20 

４ 

公募対象公園 

施設の管理運営

計画 

・公園利用者の利便の向上に資する管理運営計画となっているか 

・災害発生時の対応など安全・安心に配慮しているか 
15 

５ 

特定公園施設の

建設及び管理 

運営計画 

・公園利用者の利便の一層の向上に寄与する内容となっているか 

・利用者の安全・安心・ユニバーサルデザインに配慮した設計と  

なっているか 

５ 

６ 事業計画 

・事業全体のスケジュールは適切であるか 

・初期投資に係る資金計画、事業継続に係る収支計画が適切である

か 

・収益の還元に関する提案が適切か 

・利用者数の想定等をもとにした持続的な経営計画となっているか 

・事業撤退等に至ると想定されるリスクと対応方針が適切であるか 

15 

７ 価格提案 

公募対象公園施設に係る使用料の額（１年間の使用料の額） 

＜提案額の評価方法＞ 

応募者の点数＝15点×(提案額)/(全応募者内の最高提案額) 

※小数点第１位を四捨五入 

15 

８ 付加価値提案 
・有効な独自提案、付加価値提案などはあるか 

・上記評価項目にない事業実績などに基づく評価 
20 

合 計  120 
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 (評価係数(価格提案以外)) 

ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

№１～６の

評価項目 
優れている 

やや 

優れている 
標準的 

やや 

劣っている 
劣っている 

№８ の 

評価項目 

非常に 

優れている 
優れている 

やや 

優れている 
提案がある 提案がない 

評価係数 1.00 0.75 0.50 0.25 0 

提出された公募設置等計画について、評価項目に沿って評価を行います。 

それぞれの委員が、各評価項目(№１～６及び８)において５段階で評価し、各項目の配点に

評価係数を乗じた評価点（満点120点）の合計を公募設置等計画の評価点とします。 

最も高い点数を得た提案を最優秀提案に選定します。最高点を獲得した提案が複数ある場合

は、評価項目の「３公募対象公園施設の建設計画」の得点合計が高い提案を選定します。評価

項目の「３公募対象公園施設の建設計画」の得点合計が同点の場合は、委員会で協議し、採決

により決定します。 

なお、評価点の満点（120点）を選定委員会の委員数で乗じた点数の６割を最低基準点とし

ます。 

 

④ 結果の通知 

決定結果は、速やかに全ての応募法人及び応募グループの代表法人に文書にて通知すること

とし、電話等による問い合わせには応じません。また、決定結果等については、本市ホームペ

ージに掲載します。 

 

⑤ 選定委員会の委員等への接触の禁止等 

応募法人又は応募グループ全ての構成団体について、設置等予定者の決定までに、選定委員

会の委員、本事業に従事する本市職員に対し、本事業提案について接触することは禁止しま

す。 

接触の事実が認められた場合は、失格となることがあります。また、提案内容や審査内容に

関する問い合わせにはお答えできません。 

 

（６）公募設置等予定者等の決定 

本市は、選定された最優秀提案を提出した応募法人等を公募設置等予定者として、また、次点

提案を提出した応募法人等を次点者として決定します。本市が公募設置等予定者の提出した公募

設置等計画の認定に至らなかった場合、あるいは公募設置等予定者と基本協定を締結するに至ら

なかった場合は、次点者が公募設置等予定者としての地位を取得します。 

なお、審査の結果によっては、公募設置等予定者、次点者の一方又は両方について、該当者   

なしとする場合があります。 
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（７）公募設置等計画の認定等 

① 公募設置等計画の認定 

本市は、設置等予定者を決定し、その結果を通知した後、設置等予定者が提出した公募設置

等計画を認定し、これ以降、設置等予定者は認定計画提出者となります。認定に当たっては、

選定委員会での意見を踏まえ、必要に応じて本市と設置等予定者との 調整により、設置等予

定者の提出した公募設置等計画を一部変更した上で、当該変更後の計画を認定する場合があり

ます。 

 

② 認定公募設置等計画の変更 

公募設置等計画の認定後、各種調査、関係者調整等を実施したうえで、詳細な事業計画を  

策定した結果、認定公募設置等計画を変更せざるを得ない場合は、認定計画提出者は本市との

協議のうえ、認定公募設置等計画の変更の申請を行う必要があります。 

変更にあたっては、都市公園法第５条の６第２項第１号及び第２号で規定する基準に適合 

すると認められる場合に限り、変更の認定を行うことができます。 

 

（８）契約の締結等 

① 基本協定 

本市は、認定計画者と本事業の実施に関する基本的事項を定めた基本協定を締結します。 

 

② 公募対象公園施設の設置許可 

    認定計画提出者は、公募対象公園施設の工事着工前に、公園施設の設置許可を得る必要があ

ります。 

    また、公募対象公園施設の供用開始前に、公園施設の設置許可を得る必要があります。 

  

③ 特定公園施設建設・譲渡契約等 

認定計画提出者は、本施設の工事着工前に、本市と「特定公園施設建設・譲渡契約」を締結

します。 

 

  ④ リスクの分担について 

    リスクの分担は【別表】リスク分担表のとおりとします。なお、【別表】リスク分担表に定

めるもの以外のリスクの分担に係る事項については協議により決定するものとします。 

 

（９）根拠法令等 

本事業の実施にあたっては、必要となる関係法令、条例、適用基準等を遵守し、常に最新版を 

確認し適用してください。また、事業の実施にあたり必要な許認可の取得や手続き等について

は、認定計画提出者が自ら行うこととします。 
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  【別表】リスク分担表 

リスクの種類 リスクの内容 
分担 

市 事業者 

政治・

行政 

リスク 

政治・行政上 

の事由 

政策変更、議会等に伴う業務の継続支障やコストの

増加に関するもの 

●  

法令・制度の 

変更 

事業者が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼ

す法制度の新設・変更に関するもの 

協議による 

当該業務に限らず事業者に影響を及ぼす法制度の新

設・変更に関するもの 

 ● 

税制の変更 事業者が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼ

す税制の変更に関するもの 

協議による 

当該業務に限らず事業者に影響を及ぼす税制の変更

に関するもの 

 ● 

経済 

リスク 

物価等の変動 物価変動、金利変動等に伴うコストの増加に関する

もの 

 ● 

資金調達 本事業を実施するために必要な資金の調達  ● 

社会 

リスク 

住民問題 施設の整備に係る住民運動、訴訟、要望等に関する

もの 

協議による 

公募対象公園施設の管理運営業務に係る住民運動、

訴訟、要望等に関するもの 

 ● 

第三者賠償 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務に起

因する損害に関するもの 

 ● 

環境問題 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務に伴

う環境問題に関するもの 

 ● 

異常 

事態 

リスク 

不可抗力 自然災害等による業務の変

更,中止,延期,臨時休業※１ 

公募対象公園施設  ● 

特定公園施設 協議による 

工事中の不可視部における費

用※２ 

公募対象公園施設  ● 

特定公園施設 協議による 

河川の氾濫による施設・機器

等の損傷・損失 

公募対象公園施設  ● 

特定公園施設 ●  

※１災害により公募対象公園施設が損傷した場合は、事業者で復旧を行ってください。特定公園施設

が被災による損傷した場合は、市が復旧を行います。 

※２基礎工事の際、発見された障害物（巨大な転石、地下埋設物）や文化財など。なお、建築物等の

建設の際の地盤改良等は含みません。 
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※３感染症感染予防策等により、休業を命じた場合などにおいて休業補償が行われる場合、その補

償を受けることを妨げるものではありません。 

リスクの種類 リスクの内容 
分担 

市 事業者 

管理 

運営 

リスク 

事業の中止・

延期 

市の責任による中止・延期 ●  

事業者の責任による中止・延期   ● 

事業者の事業放棄・破綻   ● 

申請コスト 申請費用の負担  ● 

引継コスト 施設運営の引継費用の負担   ● 

運営費の増大 市の責による運営費の増大 ●  

市以外の要因による運営費の増大   ● 

運営リスク 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵による臨時

休業等に伴うリスク 

 ● 

感染拡大防止を目的とした、市の指示による一時的な

営業時間の短縮等に伴う運営リスク※３ 

協議による 

修繕 公募対象公園施設等の施

設、設備、物品の損傷 

施設等の改修、修繕  ● 

特定公園施設の施設、設

備、物品の損傷 

市に移譲後の施設等の

改修、修繕 

●  

市に移譲前の施設等の

改修、修繕 

 ● 

損害賠償 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営に係る賠償

に関するもの 

 ● 

債務不履行 サービス水準の未達その他事業者の債務不履行による

損害の発生に関するもの 

 ● 

市の債務不履行による損害の発生に関するもの ●  

需要変動 公園利用者減少による収入の減少に関するもの  ● 

公園利用者の急増加等による公募対象公園施設の業務

量及びコストの増加等に関するもの 

 ● 

苦情等対応 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務につい

ての苦情等に関するもの 

 ● 

資料等の損失 応募企業又は構成企業の責によるもの  ● 

市の責によるもの ●  

上記以外 協議による 

情報の安全管

理 

市の責に帰すべき事由による個人情報の漏えいによる

賠償費用 

●  

応募企業又は構成企業の責に帰すべき事由による個人

情報の漏えいによる賠償費用 

 ● 


